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新判決例研究 （第417回）

第１　本判決を検討する意義

１　本判決は、商品の販売実績に関する表示が不正競争防止法（以下「不競法」という。）２条
１項20号の品質誤認表示に該当し、不競法５条（損害の額の推定等）２項の適用を認め、被告
の限界利益を原告の損害額（１億2368万8021円）と推定した原判決に関し、推定覆滅の割合を
５割と認め、損害賠償金を減額したものである。
２　本判決は、商品の「品質」に関する直接的な表示ではなく、間接的に示唆する表示（商品の
販売実績や製造元主体等）に関し、①品質誤認表示（不競法２条１項20号）の判断基準、②不
競法５条２項の適用の可否及び③推定覆滅の可否や割合を判示したものであり、品質誤認表示
（不競法２条１項20号）や損害論（不競法５条２項）を検討する上では実務的に重要な意義を
有する。

第２　事案の概要

本件は、生ごみ処理機の製造及び販売を行う被控訴人（原告）が、控訴人（被告）がその販売
する業務用生ごみ処理機についてウェブページ（控訴人ウェブページ）上に掲載した表示は、そ
の品質について誤認させるようなものであり、この表示をした行為は不正競争防止法２条１項20
号の不正競争に該当し、これにより被控訴人の営業上の利益が侵害されたと主張して、損害金等
の支払を求めた事案に関し、原判決（一審判決）が不競法５条２項の適用を肯定し、被控訴人の
請求をすべて認容したため、控訴人が原判決を不服として控訴した事案である。
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